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○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
（
抄
）

（
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
準
用
）

第
二
十
七
条

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
規
定
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
並
び
に
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
六
号
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
職
員
の
公
務
上
の
災
害
又
は

通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
及
び
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
に
対
す
る
福
祉
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
の
規
定
中

「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
」
と
、
同
法
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
国
家
公
務
員
法
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
に
規
定
す
る
営
利
企
業
を
営
む

こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
の
役
員
、
顧
問
又
は
評
議
員
の
職
を
兼
ね
て
い
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
違
反
し
て
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
の
役
員
又
は
顧
問
の
地
位
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
地
位
に
就
い
て
い
る
場
合
」
と
、
同
法
第
四
条
の
二
第
一
項
、
第
四
条
の
三
、
第

四
条
の
四
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
四
第
二
項
中
「
人
事
院
が
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
令
で
」
と
、
同
法
第
八
条
中
「
実
施
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
大
臣

の
指
定
す
る
防
衛
省
の
機
関
（
以
下
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
法
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
の
二

中
「
人
事
院
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
大
臣
」
と
、
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
そ
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
命
じ
た
職
員
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
人
事
院
又
は
実
施
機
関

の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
大
臣
又
は
実
施
機
関
の
命
じ
た
職
員
」
と
、
同
法
第
三
十
三
条
中
「
人
事
院
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

○

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
等
の
特
例
）

第
二
十
条
の
三

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
、
公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
又
は
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
職
員
に
係
る
補
償
に

つ
き
特
例
を
設
け
る
必
要
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
規
則
で
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
特
例
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
趣
旨
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
在
外
邦
人
等
の
保
護
措
置
）

第
八
十
四
条
の
三

防
衛
大
臣
は
、
外
務
大
臣
か
ら
外
国
に
お
け
る
緊
急
事
態
に
際
し
て
生
命
又
は
身
体
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
邦
人
の
警
護
、
救
出
そ
の
他
の
当
該

邦
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
の
た
め
の
措
置
（
輸
送
を
含
む
。
以
下
「
保
護
措
置
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
の
依
頼
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
外
務
大
臣
と
協
議
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
部
隊
等
に
当
該
保
護
措
置
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
外
国
の
領
域
の
当
該
保
護
措
置
を
行
う
場
所
に
お
い
て
、
当
該
外
国
の
権
限
あ
る
当
局
が
現
に
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
当
た
つ
て
お
り
、
か
つ
、
戦
闘
行
為
（
国

際
的
な
武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
人
を
殺
傷
し
又
は
物
を
破
壊
す
る
行
為
を
い
う
。
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。
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二

自
衛
隊
が
当
該
保
護
措
置
（
武
器
の
使
用
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
（
国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
従
つ
て
当
該
外
国
に
お
い

て
施
政
を
行
う
機
関
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
機
関
）
の
同
意
が
あ
る
こ
と
。

三

予
想
さ
れ
る
危
険
に
対
応
し
て
当
該
保
護
措
置
を
で
き
る
限
り
円
滑
か
つ
安
全
に
行
う
た
め
の
部
隊
等
と
第
一
号
に
規
定
す
る
当
該
外
国
の
権
限
あ
る
当
局
と
の
間
の
連
携
及

び
協
力
が
確
保
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

（
在
外
邦
人
等
の
輸
送
）

第
八
十
四
条
の
四

防
衛
大
臣
は
、
外
務
大
臣
か
ら
外
国
に
お
け
る
災
害
、
騒
乱
そ
の
他
の
緊
急
事
態
に
際
し
て
生
命
又
は
身
体
の
保
護
を
要
す
る
邦
人
（
邦
人
の
配
偶
者
若
し
く
は

子
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
名
誉
総
領
事
若
し
く
は
名
誉
領
事
若
し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
者
又
は
独
立
行
政
法
人
と
の
契
約
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
当
該
独
立
行
政
法
人
の
た
め
に
勤
務
す
る
者
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
も
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
九
十
四
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
輸
送
の
依
頼
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
輸
送
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
危
険
及
び
こ
れ
を
避
け
る
た
め

の
方
策
に
つ
い
て
外
務
大
臣
と
協
議
し
、
当
該
方
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
邦
人
の
輸
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
防
衛
大
臣

は
、
外
務
大
臣
か
ら
当
該
緊
急
事
態
に
際
し
て
生
命
若
し
く
は
身
体
の
保
護
を
要
す
る
外
国
人
（
邦
人
以
外
の
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
同
乗
さ
せ
る

こ
と
を
依
頼
さ
れ
た
者
、
当
該
外
国
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
当
該
輸
送
の
実
施
に
伴
い
必
要
と
な
る
措
置
を
と
ら
せ
る
た
め
当
該
輸
送
の
職
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
に
同
行
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
邦
人
若
し
く
は
当
該
外
国
人
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
で
当
該
邦
人
若
し
く
は
当
該
外
国
人
に
早
期
に
面
会
さ
せ
、
若
し
く
は
同
行
さ

せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
同
乗
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

○

防
衛
省
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
二
号
）
（
抄
）

（
公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
等
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
の
特
例
）

第
三
条

（
略
）

２

船
員
法
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
陸
上
自
衛
官
及
び
海
上
自
衛
官
の
準
用
補
償
法
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
の
公
務
上
の
災
害
に
係
る
遺

族
補
償
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
船
員
法
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
海
上
保
安
官
の
例
に
よ
る
。


